
居宅介護支援 重要事項説明書 
《 令和6年4月1日現在 》 

 
１． 事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話　　　０３－５３５６－７５７８　 
　　　　　(月～金曜日　午前９：００～午後５：００　休日及び１２ 
　　　　　　月２９日から1月３日までを除く) 
ＦＡＸ　　０３－３３１０－６６３３ 

担当　　　田中　文子　　 
※ご不明な点は、お気軽におたずねください。 

２． 朝焼けの概要 
（１）居宅介護支援事業所の指定番号および提供地域 

法人名称 株式会社　朝焼け　 
代表者 小泉　賢貴 
事業所名称 朝焼け　中野事業所 
指定番号 １３１４０５９１９ 
所在地 東京都中野区白鷺１－３０－６深澤ビル１－A 
電話番号 ０３－５３５６－７５７８ 
提供地域 中野区・杉並区・練馬区 

（２）同事業所の職員 
 常勤 　　非常勤 　　　　  　　計 
管理者 １名 ０名　　 １名 

介護支援専門員 １名 ０名　　 １名 
（３）営業時間 
月～金曜日 午前９時００分～午後５時００分 

休業日 土・日・祝日・１２/２９～１/３ 

（４）当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の利用状況は別紙のとおりです。 

 
３．当事業所の居宅介護支援の特徴等 
（１）運営方針 
・利用者の特性と能力に応じ自立した生活ができるよう居宅サービス計画を作成しま
す。 

・利用者の選択を尊重し利用者本位のサービス提供を心がけます。 
・十分な説明と同意に基づいたサービス提供を心がけます。 
・公正・中立なサービス提供に努めます。 
・さまざまなニーズに応じ総合的なサービスが提供できるよう関係機関との綿密な連携
を図ります。 

→利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置づける居宅サービス 
　事業者所について複数の事業所の紹介を求める事が可能であり、当該事業所 
　をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能です。 
・当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の利用状況は重要事項説明書別紙のとおりです。 
（２）居宅介護支援の実施概要等 
・居宅サービス計画にあたっての訪問、状況把握 
・居宅サービス計画の作成、説明、同意、交付、モニタリング 
・給付管理業務 
・サービス担当者会議の開催、連絡調整 



・認定申請の援助 
・介護保険施設等の紹介 
 
４．居宅介護支援の申し込みから提供までの流れと主な内容 
サービス計画の作成の依頼​  

　　↓ 
状況の把握 
利用者本人や家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析 
　　　　↓ 
計画の原案作成 
　　　　↓ 
利用者が事業者を選択（介護支援専門員より情報の提供） 
サービス担当者との連携・調整 
介護支援専門員・サービスの担当者と利用者本人・家族で、意見交換 
　　　　↓ 
計画の作成 
　　　　↓ 
サービス利用開始 
　　　　↓ 
計画の見直し 

 
５．利用料金 
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担は
ありません。ただし、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者に支払われな
い場合、要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業者からサービス提供証
明書を発行します。このサービス提供証明書を後日、市町村（保険者）の窓口に提
出しますと、全額払戻しを受けられます。 

（1）​ 基本利用料【居宅介護支援費（Ⅰ】 
​
　 
ケアマネジャー１人当たりの取扱件数
が４５件未満である場合又は４５件以
上である場合において、４５件未満の

部分 
 

 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ケアマネジャー1人あたり取扱件数が４５件以上である場合において、４５件以上６
０件未満の部分 
 

 
 
 
 

ケアマネジャー1人あたり取扱件数が６０件以上である場合において、６０件以上の部
分 
 

居宅介護支援費(i)  
要介護１・２の方1２，３８０円/月 
要介護３～５の方１６，０８５円/月 

居宅介護支援費(ⅱ)  
要介護１・２の方６，２０１　円/月 
要介護３～５の方８，０２５円/月 

居宅介護支援費(ⅲ)  
要介護１・２の方３，７１６円/月 
要介護３～５の方４，８１０円/月 



（2）​ 加算料金 
 

初回加算　３，４２０円/月 

新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の２段階以上の変
更認定を受けた場合の最初の月。　 

 
入院時情報連携加算（Ⅰ）　２，８５０円/月 

入院先である病院又は診療所の職員に対して、＊利用者に関する必要な情報を
提供した場合。＊入院以前の情報を含む。＊営業時間終了後又は営業日以外の
日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 
 
入院時情報連携加算（Ⅱ）　２，２８０円/月 

入院先である病院又は診療所に、当該病院又は診療所の職員に対して、入院後３
日以内に利用者に関する必要な情報を提供した場合。 
 
退院・退所加算（Ⅰ）イ　５，１３０円/月 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い.利用者に関する必要な情
報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った
場合。 
＊カンファレンス参加　無　・連携１回　 

 
退院・退所加算（Ⅰ）ロ　６，０００円/回 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い.利用者に関する必要な情
報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った
場合。 
＊カンファレンス参加　有　・　連携　１回 

 
退院・退所加算（Ⅱ）ロ　６，８４０円/回 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い.利用者に関する必要な情
報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った
場合。 
＊カンファレンス参加　無　・　連携　２回 
  
退院・退所加算（Ⅱ）ロ　８，５５０円/回 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い.利用者に関する必要な情
報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った
場合。 
＊カンファレンス参加　有　・　連携　２回 
 
退院・退所加算（Ⅲ）　1０,２６０円/回 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い.利用者に関する必要な情
報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った
場合。＊カンファレンス参加　有　・　連携　３回 
（内1回は入院中の担当医等との会議に参加し退院・退所後の在宅での療養上必
要な説明を行って頂いた時） 

 
通院時情報連携加算　５７０円/月 

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や 



生活環境等の必要な情報提供を行い、医師から利用者に関する必要な情報提供
を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合。 
 
緊急時等居宅カンファレンス加算　２，２８０円/回　＊月２回
まで　 

病院または診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅
を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行っ
た場合。 

 
ターミナルケアマネジメント加算　　４，５６０円　/月 

＊末期の悪性腫瘍にて在宅で死亡した利用者に対し 
①２４時間連絡がとれる体制を確保し、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うこと
ができる体制を整備 
②利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２
日以上在宅訪問し、主治医の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変
更の必要性等の把握、利用者への支援を実施 
③訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等及びケア
プランに位置付けた居宅サービス事業者への提供 

 
特定事業所加算（Ⅰ）　５，９１６円/月 
人材要件、体制要件、重度介護者等対応要件のいずれにも適合 

 
特定事業所加算（Ⅱ）　４，７９９円/月 
人材要件、体制要件、重度介護者等対応要件のいずれにも適合 
 
特定事業所加算（Ⅲ）　３，６８２円/月 
人材要件、体制要件、重度介護者等対応要件のいずれにも適合 

 
特定事業所加算（Ａ）　１，２９９円/月 
人材要件、体制要件、重度介護者等対応要件のいずれにも適合 
 
特定事業所医療介護連携加算　１,４２５円/月 
人材要件、体制要件、重度介護者等対応要件のいずれにも適合 

　また病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするもの 
（３）交通費 
サービスを提供する地域にお住まいの方の交通費はいただきません。それ以外の
地域にお住まいの方は、介護支援相談員がお伺いするための交通費の実費が必
要となります。また自動車でお伺いする場合は、１ｋｍにつき３０円 
の実費が必要となります。 

（４）解約料 
利用者は契約を解約することができ、解約料はいただきません。 

 
6．サービスの利用方法 
（１）サービスの利用開始 
まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 
契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 
（２）サービスの終了 
①利用者のご都合でサービスを終了する場合 
文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 



②当事業所の都合でサービスを終了する場合 
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく 
場合があります。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに地域の他
の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 
③自動終了 
次の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します 

（ァ）利用者が介護保険施設に入所した場合 
（イ）介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自

立）、要支援１、要支援２と認定された場合 
（ウ）利用者がお亡くなりになった場合、又は被保険者資格を喪失された場合 
④利用者やご家族の背信行為 
利用者やご家族の方などが当事業所または介護支援専門員に対して本契約を継
続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、直ちに
サービスを終了させていただく場合があります。 
 

7．個人情報の保護について 
（１）事業所は、利用者及び家族の個人情報の管理について「個人情報の保護に関す
る法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取り扱いのためのガイドライン」を守って適切な取り扱いを行います。 

（２）事業者が知り得た利用者及び家族の個人情報については、原則的にサービス調
整等の目的以外には利用しません。　　　 
（３）外部への情報提供については必要に応じて利用者及び家族又はその代理 
人の了承を得ます。 

 
8．秘密保持について 
（１）事業者の介護支援専門員は、サービス提供をする上で知り得た利用者および家
族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義　務は契約終
了後も同様です。 

（２）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス提供者会議等に
おいて、利用者とその家族の個人情報を用いません。 

9．サービス内容に関する苦情 
当事業所の相談・苦情窓口 
担当　 田中　文子　　　電話 ０３－５３５６－７５１８ 
受付時間 月～金 １０：００～１７：００　※祝日は、休日となっております。 
 
当事業所以外に、市区町村等の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。 
●中野区　　区民サービス管理部介護保険分野事業者指導調整担当　 

電話 ０３－３２２８－８８７８ 
●杉並区　　保健福祉部介護保険課管理係 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 ０３－３３１２－２１１１ 
●練馬区　　福祉部介護保険課管理係　　　電話 ０３-５９８４－２８６３ 
　　　　　保健福祉サービス苦情調整委員　電話　０３-３９９３－１３４４ 
●東京都国民保険団体連合会　　　　　　　電話 ０３－６２３８－０１７７ 

 
上記重要事項について、説明をしました。 

事業所名  ：朝焼け　中野事業所　（事業所番１３７１４０５９１） 
所在地    ：東京都中野区白鷺１－３０－６深澤ビル１－A 
説明者氏名：田中　文子　　　 

​  
上記内容の説明を受け、了承し交付を受けました。 



令和 　　　年 　　月 　　日 
 
利用者　　　住所 

 
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
代理人　　　住所 

 
氏名 　　　　　　　　　　　　 

 
（続柄）　　　　　　　　　　　　　　　 


